
カ
ド
ミ
ウ
ム

全
シ
ア
ン

有
機
燐

鉛 六
価
ク
ロ
ム

砒
素

総
水
銀

ア
ル
キ
ル
水
銀

Ｐ
Ｃ
Ｂ

チ
ウ
ラ
ム

シ
マ
ジ
ン

チ
オ
ベ
ン
カ
ル
ブ

セ
レ
ン

ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン

四
塩
化
炭
素

1
,2

-
ｼ

ﾞｸ
ﾛ
ﾛ
ｴ

ﾀ
ﾝ

1
,1

-
ｼ

ﾞｸ
ﾛ
ﾛ
ｴ

ﾁ
ﾚ
ﾝ

ｼ
ｽ

-1,2-ｼ
ﾞｸ

ﾛ
ﾛ
ｴ

ﾁ
ﾚ

ﾝ 1
,1

,1
-
ﾄﾘ

ｸ
ﾛ
ﾛ
ｴ

ﾀ
ﾝ

1
,1

,2
-
ﾄﾘ

ｸ
ﾛ
ﾛ
ｴ

ﾀ
ﾝ

ﾄ
ﾘ
ｸ
ﾛ
ﾛ
ｴ
ﾁ

ﾚ
ﾝ

ﾃ
ﾄ
ﾗ
ｸ
ﾛ
ﾛ
ｴ

ﾁ
ﾚ
ﾝ

1,3-ｼ
ﾞｸ

ﾛ
ﾛ
ﾌ
ﾟﾛ

ﾍ
ﾟﾝ

ベ
ン
ゼ
ン

銅
　
（

注
１
）

亜
鉛

ニ
ッ
ケ
ル

マ
ン
ガ
ン

総
ク
ロ
ム

フ
ッ
素

フ
ッ
素

p-
ニ

ト
ロ

フ
ェ

ノ
ー

ル

T
B
T
化
合
物

油
分

ｸ
ﾛ
ﾙ

ﾍ
ﾞﾝ

ｾ
ﾞﾝ

鉄

金属鉱業 (05) 3 0.6 3 1 1 5
総合工事業 (09) 2 0.4 1 1 1 1 4
施設工事業 (11) 1 0.2 1 1
繊維工業（衣類、その他の繊維製品を除く） (14) 4 0.9 1 1 1 1 1 1 1 2 3 12
木材・木製品製造業（家具を除く） (16) 7 1.5 3 3 3 7 1 3 2 1 1 24
出版・印刷・同関連産業 (19) 2 0.4 1 2 2 1 1 1 8
化学工業 (20) 49 10.5 20 10 24 10 20 28 5 1 1 5 2 4 1 8 5 2 12 11 8 2 1 1 1 2 1 185
石油製品・石炭製品製造業 (21) 3 0.6 1 1 1 1 1 1 1 1 2 10
プラスチック製品製造業 (22) 2 0.4 1 1 1 1 4
ゴム製品製造業 (23) 3 0.6 1 1 1 1 1 2 2 1 1 11
なめし革・同製品・毛皮製造業 (24) 1 0.2 1 1 2
窯業・土石製品製造業 (25) 11 2.4 6 1 5 3 5 4 1 1 1 1 2 1 1 1 33
鉄鋼業 (26) 17 3.6 11 2 10 7 10 9 1 3 3 4 1 2 1 1 2 1 68
非鉄金属製造業 (27) 27 5.8 9 1 17 3 16 4 1 2 2 4 4 8 8 5 84
金属製品製造業 (28) 63 13.5 11 19 21 36 10 8 3 1 2 8 1 12 7 6 7 3 155
一般機械器具製造業 (29) 17 3.6 5 5 3 6 4 1 1 2 9 2 12 9 1 4 2 1 67
電気機械器具製造業 (30) 44 9.4 5 2 9 4 3 4 4 2 1 4 16 26 18 2 3 1 104
輸送用機械器具製造業 (31) 20 4.3 4 1 5 4 5 4 1 2 1 10 11 9 1 2 1 2 63
精密機械器具製造業 (32) 4 0.9 1 1 1 1 2 3 2 1 12
武器製造業 (33) 1 0.2 1 1 1 3
電気業 (35) 1 0.2 1 1 1 1 1 5
ガス業 (36) 5 1.1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 14
水道業 (38) 1 0.2 1 1 1 3
鉄道業 (39) 2 0.4 2 1 1 1 1 2 8
道路貨物運送業 (41) 1 0.2 1 1
飲食料品卸売業 (51) 4 0.9 1 2 1 4
洗濯・理容・浴場業　　　（注２） (72) 60 12.8 1 6 14 4 20 59 104
旅館，その他の宿泊所 (75) 1 0.2 1 1
自動車整備業 (77) 1 0.2 1 1 1 1 1 5
その他の事業サービス業 (86) 1 0.2 1 1 2
廃棄物処理業 (87) 10 2.1 5 5 3 3 4 1 3 1 1 3 1 1 2 1 3 2 1 1 1 42
医療業 (89) 2 0.4 1 1 1 3
学術研究機関 (92) 9 1.9 3 1 5 2 7 1 1 3 23
地方公務 (98) 2 0.4 1 1 2
その他　　　（注３） 86 18.4 33 7 52 19 45 41 1 8 1 1 2 5 3 1 4 3 7 7 2 14 13 2 1 18 26 6 1 1 1 325
合計 467 100 123 50 0 175 99 146 132 2 30 1 1 2 16 9 9 13 12 22 79 11 123 141 2 7 61 74 28 3 3 5 1 1 1 13 1 1 1397

（注１）銅に係る環境基準については、農用地（田に限る）における農用地基準のため、「その他の項目」として扱っている。

（注２）業種区分は日本標準産業分類に従ったため「洗濯・理容・浴場業」として掲げているが、汚染事例は全て「洗濯業」である。

（注３）「その他」とは、自然由来と判断された又は汚染原因が特定できなかった等により業の特定ができない、若しくは過去の事例で業の区分が不明のもの。

表６　業種別・汚染物質別の事例数 （調査事例）

業種区分
（日本標準産業分類による中分類の

分類項目名及び分類番号）

事例
数

％

合
計
（
延
べ
数
）

重金属等 ＶＯＣ
その他物質

環境基準項目（溶出基準項目）


